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Ⅰ 提出書類の注意点 

 

1 契約前に工事担当課へ提出する書類 

（建設リサイクル法対象工事の場合） 

解体工事で延べ面積 80 ㎡以上、建築物の新築又は増改築工事で述べ面積 500 ㎡以

上、建築物修繕又は模様替え工事で請負金額１億円以上の工事又は、機械器具設置等

建築物以外の工作物工事で請負金額 500 万円以上の工事は、建設リサイクル法対象工

事になりますので、必要書類を工事担当課へ提出してください。 

・通知書 （対象建設工事の届出等）            建設リサイクル法 第 11 条 

・説明書 （対象建設工事の届出に係る事項の説明）  建設リサイクル法 第 12 条 

分別解体等の計画等 （別表 1～3） 

・工事請負契約に係る書面 （別表 1～3）         建設リサイクル法 第 13 条 

 

２ 工事着工前の事務手続 

（１）工事等着工届 

・契約締結後 5 日以内に工事に着手し、工事等着工届を 2 部作成し、契約担当課と

工事担当課に各 1 部を提出してください。 

・契約工期など記載事項に間違いがないか注意してください。 

 

（2）現場代理人、主任（監理）技術者について 

・契約締結後、延滞なく契約担当課に「現場代理人・主任（監理）技術者について（通

知）」を提出するとともに、必ず契約担当者の確認を受けてください。 

 

ア 現場代理人： 請負人の代理人として一切の事項を処理します。         

（一部の権限を除く） 

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、請負人の代理人として

工事現場の運営、取り締まりを行うほか、一部の権限を除き請負契約に基づく請

負者の一切の権限を行使することが出来るので、通常当該工事現場に常駐する

ことが必要です。 

同一工事に限り、現場代理人と主任技術者又は監理技術者を兼務することはで

きます。 

イ 主任技術者： 技術上の管理をします。 

          工事の途中で下請契約の合計金額が 5,000 万円（建築一式工事の場合は

8,000 万円）以上となった場合は、その時点で主任技術者を監理技術者に変更

してください。 

ウ 監理技術者： 下請負者を適切に指導、監督し、総合的な役割をします。 



2 
 

          下請契約の合計金額が 5,000 万円（建築一式工事の場合は 8,000 万円）以上と

なる場合は、監理技術者を置いてください。 

エ 技術者の専任について 

          建設工事で工事 1 件の請負代金の額が 4,500 万円（建築一式工事の場合は

9,000 万円）以上の場合は、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者

を置いてください。 

専任とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないこと

を意味するものであり、専任の主任技術者又は監理技術者は、常時継続的に当

該建設工事の現場におかれていなければなりません。 

オ 技術者の現場専任の特例について 

           現場代理人の常駐に係る緩和及び主任技術者の専任に係る緩和については

以下のホームページを参照してください。 

「今治市が発注する工事にかかる現場代理人、主任技術者、監理技術者の取

扱いについて」 

 

（3）下請施工について 

       下請契約を締結した（締結しようとする）際に、下記注意事項を確認のうえ書類を作成

提出してください。 

・下請負予定届出書 

① 契約時に２通お渡しします。契約担当課と工事担当課の担当者に提出してく

ださい。 

② 下請予定の有無を届出るものです。下請予定がない場合も提出してくださ

い。 

③ 工事内容を確認し、下請予定がある場合は、概算金額を記入して提出してく

ださい。 

・下請施工について（通知） 

下請契約を結んだ際には、速やかに工事担当課の監督員に『下請施工につい

て(通知)』と下請契約書の写し等必要書類を提出し、承認を受けてください。

（参考：契約課工事検査室ホームページ「請負工事の提出書類に関すること」

→「下請通知書等の取扱いについて」） 

 ・下請のルールについて 

① 建設業法で一括下請負（丸投げ）は禁止されています。現場代理人・技術者

を適切に配置し、下請工事の施工についても総合的に調整及び指導を行

い、工事全体の的確な施工を確保するようにしてください。 

② 指名停止業者への下請は禁止しています。 
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③相指名業者（同一の一般競争入札及び指名競争へ参加した業者。入札を

辞退した業者も含む。）への下請を可能とします。 

（令和 8 年 4 月 1 日改定「今治市が発注する建設工事にかかる下請契約の

注意事項について」） 

 

３ 工事中及び工事完成時提出書類 

（１） 工事等しゅん工届 

 ・完成したときに提出してください。 

・完成前の社内検査及び担当課の検査・確認の上で提出してください。 

 

（２） 竣工写真 

・キャビネ版で工事名、撮影場所を記入してください。 

 

（３） 工事写真 

・工種毎に工事写真の整理を行ってください。 

（営繕工事写真撮影要領（令和３年度）国土交通省営繕部参照） 

          ・必要写真の添付漏れ、特に不可視部分の写真の有無について確認してくださ

い 

・仮設工事（指定仮設等）の写真は管理されているか確認してください。 

          ・各種試験、材料検収等の写真が、種別や順番が明確にわかるように整理されて

いるか確認してください。 

・安全管理、工事看板等の写真は、文字が見やすいように整理してください。 

・黒板のないもの、黒板の不鮮明なもの、黒板の訂正、補足を必要とする場合は

台紙の説明欄に記入してください。（補足を必要としない場合は記入しないでく

ださい。） 

・電子媒体（CD－R 等）で提出する場合は、「愛媛県工事完成図書の電子納品

要領」に基づいて作成するものとし、設計図書に定める方法により提出してくだ

さい。 

          ・電気機械設備関係の電線や埋設管等の写真では、説明書や縮小図等を利用

するなど分かりやすい写真整理をお願いします。 

          ・追加工事等の施工状況写真を忘れずに撮影してください。 

 

（４） 工程表 

          ・契約締結後 14 日以内に提出してください。 

          ・工程に無理が生じないように計画してください。 

          ・当初・変更契約時・完了の各段階で工程表を作成するだけでなく、工事の進捗

状況や天候などの状況の変化に対応した工程表を作成し、提出してください。 
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（５） 実施工程表 

          ・毎月１回は、管理工程表のチェックを行い、関連工事との調整に努めてくださ

い。 

          ・－２０％の差異が生じた場合は、早急に改善策を講じるようにしてください。  

（６） 施工計画書 

          ・工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計

画書）を作成し、監督員に提出してください。 

・施工計画書の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係

者と調整のうえ、十分検討して作成してください。 

          ・品質計画、施工の具体的な計画、並びに一工程の施工の確認内容及びその確

認を行う段階を定めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立

ち作成し、監督職員に提出してください。 

・工種別施工計画書は、各工種の工事量が少量の場合は、総合施工計画書にま

とめて作成し提出できます。 

・施工途中に内容変更、追加工事が生じた場合は、設計変更協議後にその変更

内容に即した変更施工計画書、追加施工計画書を提出してください。     

ただし、軽微な変更であり、監督員の承諾がある場合は変更施工計画書を省略

できます。変更箇所は赤字で記載してください。 

 

ア 総合施工計画書 

総合施工計画書に記載する主な項目 

① 総則（作成の目的、適用図書） 

② 工事概要 

③ 受注者の組織(社内、現場) 

④ 施工の方針（重点施工管理項目、技術提案の実施、作成する工種別の

施工計画書の種別） 

⑤ 工程管理（総合工程表等） 

⑥ 品質管理（工事記録等） 

⑦ 安全衛生管理計画 

⑧ 環境管理計画 

⑨ 総合仮設計画 

イ 工種別施工計画書 

工種別施工計画書に記載する主な項目 

① 総則（目的、適用範囲、工事関係者への周知方法、適用図書、協議事

項等の対応） 

② 工事概要 
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③ 工程計画 

④ 施工管理体制（受注者、下請負者及び制作業者の管理組織、資格等） 

⑤ 材料、製品 

⑥ 工法（施工） 

⑦ 検査・試験 

⑧ 安全管理計画 

⑨ 環境管理計画 

 

（７） 施工図等 

          ・施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受けてください。 

          ・各工種の工事量が少量の場合は、施工計画書に記載することで簡素化できま

す。 

          ・施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するととも

に、施工等に支障がないよう適切な措置を講じ、監督員の承諾を受けてくださ

い。 

 

（８） 再資源化等報告書 

① 再生資源利用計画書 

・請負金額 100 万円以上の工事が対象となります。 

・現場着手前に提出してください。 

・記載内容、数量等は、間違いのないように記入してください。 

・発注担当者チェック欄に確認を受けてください。 

・COBRIS データを工期内に提出してください。 

 

② 再生資源利用促進計画書 

・請負金額 100 万円以上の工事が対象となります。 

・現場着手前に提出してください。 

・記載内容、数量等は、間違いのないように記入してください。 

・COBRIS データを工期内に提出してください。 

 

（９） 産業廃棄物処理関係資料 

(ア) 建設廃棄物処理委託契約書・収集運搬業者、中間処理業者との委託契約

書の写しを添付してください。 

（契約書は、排出業者と処理業者、排出業者と収集運搬業者の二者契

約となるよう注意してください。） 

・契約日の記載忘れに注意してください。 
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・工事名、排出場所、委託期間、積替保管の有無、数量、単価、合計予定

数量、合計予定金額、処分先Ｎｏ（許可番号）等、必要事項は必ず記入し

てください。 

(イ) 建設廃棄物処理関係許可書 

・収集運搬業者、処分業者の許可書の写しを添付してください。 

許可品目及び許可期限が適正か確認してください。 

(ウ) 建設廃棄物マニフェスト 

・建設副産物が搬出される工事にあっては、産業廃棄物はマニフェストに

より適切に処分されているか確認するとともに監督員に提示してくださ

い。 

・完成検査時にはＥ表を提示してください（工期内に最終処分が完了する

ことが困難な場合で、発注者が認める場合においては、Ｄ票の写しを提

示するものとします。ただし、解体工事等で図面の「工事完成図書編集

内容」でマニフェストＥ票（写し）に〇がある場合は、提出してください。） 

 

（１０） 工事実績ﾃﾞｰﾀ 

(ア) 受注時 

・工事請負代金が 500 万以上の工事については、工事実績情報サービス

（コリンズ）に基づき、工事実績情報として「登録のための確認のお願い」

を作成し、監督員の確認を受けたうえ、契約後、土曜日、日曜日、祝日等

を除き１０日以内に（財）日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ（ＪＡＣＩＣ）に登録してく

ださい。 

・「登録内容確認書」が届いた場合は、ただちにその写しを監督員に提出

してください。 

(イ)  変更時 

・登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除

き１０日以内に変更登録してください。 

・契約変更により工事請負代金が 500 万円未満になった場合は登録抹消

のため工事実績として「工事実績データ」を作成し登録してください。 

・当初契約金額が 500 万円未満の場合で最終契約変更が 500 万円以上

になった場合は変更時、完成時に工事実績情報として「工事実績デー

タ」を作成し登録してください。 

・変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省

略できます。 

※変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工

事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。 

③ 訂正時 
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・訂正時は適宜登録機関に 登録申請をしてください。 

※訂正時とは、受注者が登録した現場代理人、監理(主任)技術者等の

変更があった場合である。 

④ 完成時 

・完成時は、完成検査後１０日以内に登録申請をしてください。 

 

        （11） 施工体制台帳等の作成について 

ア 元請負人は、元請負人に関する事項を施工体制台帳に記載するとともに、

一次下請人に関する事項を、添付すべき書類を求め作成しなければなりま

せん。また、下請人から提出のあった再下請通知書及び添付書類をとりまと

めなければなりません。 

イ 下請人に対する通知 

  元請負人は、下請契約を締結した下請人に対し、再下請をした場合に、再

下請通知書に記載すべき内容を明記のうえ、添付すべき書類と合わせて元

請人に提出しなければならない旨の書面を交付しなければなりません。ま

た、上記の事項の記載された書面を、工事現場の見やすい場所に掲げなけ

ればなりません。 

 

ウ 該当工事については、すべての下請工事について請負代金の額を明示し

た請負契約書（写）等の添付が必要です。下請人（一次下請以降) が再下

請負を行った場合についても，再下請負人との契約書の写し等の添付が必

要です。 

エ 作成時期 

  作成時期は、記載・添付すべき事項が生じ、明らかとなった時に遅滞なく作

成してください。 

オ 各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し工事 

関係者及び公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。 

カ 施工体制台帳の保管 

  帳簿の添付書類として、工事完了後５年間は、保管が義務づけられていま

す。 

キ 技能士等 

  技能士等が特記されている工種は、作業員名簿等により技能士の氏名を資

格証の写しと共に提出してください。 

 

（１2） 安全管理 

      ア 安全訓練・大会記録 
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・工事着手後、作業員全員の参加（下請、ガードマン、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ）により月当

たり１回程度、半日以上の時間を割り当て実施してください。 

・実施状況については、ビデオ等または、工事報告等に記録した資料を整備

及び保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに検査時

に提示してください。 

・趣旨を理解し、かたちだけの記録にならないように積極的な取組をしてくだ

さい。 

 

      イ 交通誘導警備員 

・交通誘導警備員を配置した時は、交通誘導警備員勤務実績表、警備実施

報告書の写し、勤務状況がわかる写真を整理し提出してください。 

・検定合格警備員を配置する場合は、配置に先立ち、検定合格警備員証明

書に、検定合格証の写し等の資格要件を確認できる資料を添付し提出して

ください。 

・配置した検定合格警備員の氏名を交通誘導警備員勤務実績表の備考欄

に記入し提出してください。 

・警備員の検定等に関する規定により、適切な資格を有する警備員の配置

が必要です。 

          交通誘導警備員を配置した工事 

               交通誘導警備員Ａ： （１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員）           

国道 196 号線全線、国道 317 号線（陸地部）、県道今治波方港線、 

           交通誘導警備員 B： （交通誘導員Ａ以外の交通誘導に従事するもの）           

上記以外の路線 

 

ウ 事故報告 

・請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合は、直ちに必要な措置を講

じ、監督員に通報するとともに、監督員が指示する様式（工事事故報告書）

で支持する期日までに、提出してください。 

 

 （13） 建設業退職金共済制度 

・請負者は、建設業退職金共済組合に加入し、その掛金収納書を工事請負

契約締結後原則１か月以内に、追加購入があった場合は工事完成時には

発注者に提出してください。 

・原本を提出してください． 

・一工事ごとに購入し、発注者名、工事名を記入してください。 

・証紙受払い簿を整備しておいてください。 

・建退共証紙購入必要額が確認できる報告書を作成してください。 



9 
 

・建退共加入率が 100％以外の場合には、延就労者数が確認できる積算資

料を添付してください。 

・他の退職金制度の利用等により該当者がいない場合には、その旨を証明

する書面を提出してください。 

 

 

 

（14） 労災保険関係 

・労災保険の写しは、現場着手前に提出してください。 

・今治市契約約款第５１条 建設工事保険その他の保険契約の締結をした

場合には契約書の（写し）を提出してください。 

 

 

（15） 工事用資材メーカーリスト・各種承認 

・設計意図と違う製品の承認をしないように注意してください。 

・設計変更等により、追加又は変更工事のある場合は、承認の追加を行って

ください。 

・各工種の工事量が少量の場合は、施工計画書に記入することで省略でき

ます。 

・図面記載と同等品以上のＪＩＳ又は JAS の材料（製品）を使用する場合は、

機器材搬入検査願いにＪＩＳ又は JAS マークの写った材料（製品）写真を添

付することで承認願いを省略できます。 

（杭・鉄筋・鉄骨・塗料・防水・吹付材料は除く） 

 

 （16） 使用材料実績書 

・製造会社 仕様工法毎に使用量を明記してください。 

 

 （17） 各種試験結果報告書 

・各種試験結果成績表を、試験ごとに整理して提出してください。 

・化学物質の濃度測定が必要な工事は、事前に測定方法、測定対象室及び

測定箇所等を記入した施工計画書を作成し監督員の承諾を受けてくださ

い。承認を受けた施工計画書は、試験結果と共に工事完了時に提出してく

ださい。 

 

（18） 機器材搬入検査願 
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・工事に使用する材料は、機器材搬入検査願を提出し、監督員の検査を受

けて合格したものを使用してください。検査の結果不合格と決定された工事

材料については、遅滞なく工事現場外に搬出してください。 

・検査状況の写真記録を整備し提出してください。 

 

（19） 工事打合簿 

・請負者、発注者からの発議事項（協議、通知、承諾、提出、報告、届出、そ

の他）に該当する打合せを行う場合に、工事打合簿により書面で提出してく

ださい。 

（20） 保証書等 

・特記による保証書を提出してください。 

・建築物、機器等の取扱い説明書を提出してください。 

 

（21） 完成図等 

・完成図は、工事目的物の完成時の状態を表現し、ＣＡＤで作成し普通紙及

びﾃﾞｰﾀｰ（ＤＶＤ等）にて提出してください。（ﾃﾞｰﾀで提出する場合は、紙図

面を縮小版とすることができる。） 

・完成図は、配置図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上げ表等に必要

事項を記入して、提出してください。 

・施工図は、監督職員の承諾を受けた図面を提出してください。 

・施工計画書は、監督員の承諾を受けたものを提出してください。 

 

（22） その他 （官公庁提出書類を必要に応じて提出してください。） 

・警察署に提出されたことが確認できる道路使用許可申請書（表紙）の写し

を提出してください。 

・道路管理者等に提出されたことが確認できる道路占有許可申請書等（表

紙）の写しを提出してください。 

 

 （23） アスベスト等の調査 

・大気汚染防止法が改正され、令和３年４月から一定規模以上の建築物に

ついて、請負業者による事前の調査が必要になりました。 

               対象建築物 

① 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象と

なる床面積の合計が 80 ㎡以上であるもの 

② 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該

作業の請負代金の合計額が 100 万円以上であるもの。 
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③ 工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であっ

て、当該作業の請負代金の合計額が 100 万円以上であるもの。 

・元請業者は、調査結果の書類を監督員に提示するとともに、竣工時に提出

してください。 

・元請業者は、事前結果を県へ報告することが義務付けられます。 

（令和４年４月～） 

・必要な知識を有する者」による事前調査の実施が義務付けられます。 

（令和５年 10 月～） 

必要な知識を有する者 

① 一般建築物石綿含有建材調査者（一般調査者） 

② 特定建築物石綿含有建材調査者（特定調査者） 

③ 一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て等調査者） 

※詳細については、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石

綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和３年３月）」を参照してく

ださい。 


